
 

 

令和８年度 
長崎県市町村総合事務組合職員採用試験案内 

【令和９年４月採用】 
 

（大学卒業程度 一般行政事務） 
 

長崎県市町村総合事務組合総務課 

 

 長崎県市町村総合事務組合の職員採用試験を、次のとおり行います。 

 

１ 申込受付期間 令和８年４月２７日（月）～令和８年６月４日（木） 

 

２ 第１次試験日  

日  時 令和８年６月２１日（日） 

場  所 長崎県市町村会館 

     （長崎市栄町４番９号） 

 

３ 試験職種、採用予定及び受験資格 

試験 

区分 

試験 

職種 
職務内容 採用予定数 受験資格 

大
学
卒
業
程
度 

行政 一般行政事務 若干名 

 

平成９年４月２日から 

 

平成１７年４月１日までに生まれた者 

 

 

次の各号の一つに該当する者は受験できません。 

（１）日本国籍を有しない者 

（２）地方公務員法第１６条の規定に該当する者 

○禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

○本組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

○日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を

結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

 



 

 

４ 試験の方法 

試 験 の 種 目 試 験 の 内 容 

第
１
次
試
験 

職務能力試験 

＜BEST-A＞ 

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析

する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題。 

※基礎的な内容が出題されますので、特別な対策や勉強は不要です。 

※「国内外の社会情勢への理解等」の問題では、公的部門の職員とし

て必要な基礎知識（社会常識や義務教育の中で学んだことなど）や、 

ニュース等で報道された内容が出題されます。 

職務適応性検査 

＜BEST-P＞ 

公的部門の職員としての職務への適応性を、ポイントを絞って性格傾

向の面からみる。 

事例式記述試験 
現状把握力、課題解決力、主体性、論理的思考力及び文章表現力を評

価する記述試験。 

第
２
次
試
験 

人 物 試 験 人柄等についての個別面接（集団面接、集団討論等）による試験。 

 

５ 試験の日時、場所及び発表 

試 験 日  時 場  所 発  表 

第１次試験 

令和８年６月２１日（日） 

【試験会場】 

長崎県市町村会館 

〒850-0875 

 長崎市栄町４番９号 

 

※駐車場がありませんの

で交通機関を利用してく

ださい。 

令和８年７月上旬

頃に文書で通知し

ます。 

入室開始  ９時 

着  席  ９時４０分 

職務能力試験 １０時～１１時 

      （１時間） 

職務適応性検査 １１時１０分 

   ～１１時３０分（２０分） 

休  憩 

着  席 １２時５０分 

論  文 １３時～１４時 

  （１時間） 

第２次試験 日時、場所等については、第１次試験合格通知の際にお知らせします。 

 



 

 

６ 受験手続及び受付期間 

 

受付期間 

令和８年４月２７日（月）から令和８年６月４日（木）の８時３０分から 

１７時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

郵送の場合は、令和８年６月４日までの消印のあるものに限り受け付けます。 

申 込 用 紙

請求先 

申込用紙は、長崎県市町村総合事務組合総務課で交付します。 

申込用紙を請求する際は、封筒の表に「職員採用試験受験申込用紙請求」と朱書し、

１８０円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒（角型２号/３３㎝×２４㎝）を必ず

同封してください。 

試 験 の申

込 方 法及

び 申 込上

の注意 

（ア）申込用紙には必要事項を記入し、長崎県市町村総合事務組合総務課へ提出のう

え、受験票を受け取ってください。 

（イ）申込書を郵送される方は、封書（簡易書留扱い）にしてください。 

   なお、郵便はがき欄には、あて先を明記し、８５円切手を必ず貼ってください。 

（ウ）申込の際は、必ず申込書に写真を貼ってください。 

   写真は申込前６か月以内に、帽子をかぶらないで正面から上半身を撮影したも

ので、本人とはっきりわかるもの（縦５．５㎝、横４．５㎝程度のもの） 

（エ）写真がない場合は受け付けできません。 

個 人 情 報

の取扱い 

申込者及び第１次試験合格者から取得する個人情報は、長崎県市町村総合事務組合

の職員を採用するという目的を達成するために利用するものであり、職員採用に係る

業務に必要な範囲でしか利用しません。 

 

７ 合格から採用まで 

（１）この試験の合格者は、採用候補者名簿に登載され、その中から長崎県市町村総合事務組合 

管理者によって採用者が決定されます。 

（２）合格者の数は、採用見込者数と辞退見込者数を基礎として決定します。 

（３）受験資格がないことが判明した場合、合格を取り消します。また、申込書記載事項が正し 

くないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

 

８ 採用予定日  

  令和９年４月１日 

 

９ 給与及び問い合わせ先 

（１）給与は、長崎県市町村総合事務組合の職員の給与に関する条例に基づいて支給されます。 

（２）長崎県市町村総合事務組合 総務課 

    〒850-0875 長崎市栄町４番９号（℡：095-827-5511） 


